
　これまで、放射２３号線沿道の街の課題を共有し、「街づくりの目標及び方策」を検討してきま
した。今後、地区計画の策定と用途地域の変更に向けて取り組んでいきます。 
　なお、次回の第１２回「街づくり懇談会」開催は、令和２年４月末頃を予定しておりましたが、 
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、現時点におきましては、令和２年１１月頃の開催を考
えております。開催日程が決まりましたら、改めてご案内いたします。 
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今後の予定 

《お問い合わせ先》 
世田谷区  北沢総合支所  街づくり課　担当  長岡、岡崎、雨宮 
〒１５５－８６６６　世田谷区北沢２－８－１８　北沢タウンホール１１階 
電話   ０３－５４７８－８０７３　　ＦＡＸ　０３－５４７８－８０１９ 

あまみや  ながおか  おかざき  

「放射２３号線沿道地区」街づくり検討対象区域図 

●これまで開催した「放射２３号線沿道地区街づくり
懇談会」の資料や「街づくりニュース」は、世田谷区
のホームページからご覧いただけます。 
●資料等は北沢タウンホール１１階 北沢総合支所街づくり課の窓口でもお渡ししてい
ます。 

 放射２３号線 街づくり    検索 

音声コード	

《寺内義典 先生》 
　国士舘大学理工学部教授 

日　時：令和２年２月６日（木）午後７時～９時 
場　所：代田区民センター２階　第１・第２会議室 
参加者：２３人   

第11回「放射23号線沿道地区街づくり懇談会」の記録 
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街づくり懇談会における主なご意見・ご質問 
  

街づくりアドバイザーからのコメント 
《饗庭伸 先生》 
　東京都立大学都市環境学部教授　 

あいば 

　 現在、東京都により都市計画道路幹線街路放射第２３号線(４頁下図参照。以下「放射２３号
線」という。)の整備事業が進められており、世田谷区では平成２７年度より、「放射２３号線
沿道地区街づくり懇談会」(以下「街づくり懇談会」という。)を開催し、地域の皆様と具体的な
街の将来像について検討を進めています。 
　令和２年２月６日(木)に開催した第１１回「街づくり懇談会」では、第１０回で区が提案した
「用途地域の変更(案)」及び「地区計画の策定(案)」について、引き続き意見交換を行いました。
また、東京都から「放射２３号線の道路の整備案」の説明があり、それぞれ次のようなご意見・
ご質問をいただきました。 

●用途地域の変更（案）及び地区計画の策定（案）について  ----------------------------------------- 
・区の用途地域の変更（案）は、区域①（2・3頁参照）を「第二種中高層住居専用地域」、 
　区域②を「第一種住居地域」としているが、どちらも「第一種住居地域」にすべきだと思う。 
・同じ幅員の同じ道路（放射２３号線）が通るのだから、放射２３号線沿いの皆さんには同じ 
　権利があって良いと思う。 
・用途地域を放射２３号線の整備に合わせて変えてしまうのは急ぎ過ぎである。長期的な視野 
　で世田谷区の問題を見据えて変更しても遅くはないと思う。 
・用途地域を変更すると、大きな駐車場を必要とする病院や、火薬を使う工場もできるかもし 
　れない。そのような可能性をつくってもいいのか。 
・地区計画で高さを抑えたとしても５階建ての建物が建つかもしれない。 
・区案について、案の内容説明だけでなく、案の内容に決めた理由も説明してほしい。 
●放射２３号線の道路の整備案について  ----------------------------------------------------------------- 
・東京都の説明で、中央分離帯がなくなる位置や、横断歩道・信号機の位置がわかった。 
・給水所東側の井の頭通りや主要生活道路第２１７号線からの進入方法がわかった。 
・植栽（街路樹）の高さは、検討しているのだろうか。 
・車椅子でも無理なく通れるような配慮をしてほしい。 
 

道路の整備案は、この
ニュースに挟み込んでい
る資料をご覧ください 

　用途地域と地区計画について
は、少し異なる考え方が競って
いるという認識ですが、１１回
の懇談会を通じて、かなりまと
まってきたと思います。 

　放射２３号線の横断箇所や信号
機の位置などが具体的に見えてき
ました。横断や車利用の影響を踏
まえた質疑応答も行い、議論が大
きく前進したと思います。 

「用途地域の変更」 
及び「地区計画」（た
たき台）意見交換会 

第１回～第６回 
(平成27年度～平成29年度) 
 

第7回 
(平成30年度) 
 

第8回～第9回 
(平成30年度） 
 

第10回 
(令和元年6月) 
 

第11回 
(令和2年2月) 
 

沿道の街づくりや土地利
用、建築物の高さ、周辺
交通について意見交換 

沿道の 
「街づくりの
目標」の検討 

「街づくりの目標」の 
実現に向けた「方策」の検討
（アンケート、意見交換） 

用途地域の変更(案) 、
地区計画の策定(案) 
の提案 

「沿道街づくりに関する意見
交換」及び「放射２３号線整
備についての情報共有」 

第12回 
(令和2年11月頃予定) 
 

次回はココ 

地区 
計画の 
素案 
説明会 

地区 
計画の 
原案 
説明会 

地区 
計画の 
公告・ 
縦覧 
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地区 
計画の 
策定 

※同時に、東京都により用途地域の変更も行う予定です。 



「放射２３号線沿道地区」では、周辺の住環境との調和のとれた街並みを形成するために、建築物の用途の制限や建築物等の高さの
最高限度等を定めることを提案しています。 

第一種低層 
住居専用地域 

放射２３号線沿道地区　用途地域の変更及び地区計画の策定に向けた区の提案について                                                 　 

「放射２３号線沿道地区」にふさわしい街並みの形成をめざし、以下の２つの区域の用途地域を変更することを提案しています。 
用途地域については、東京都と協議を進め、東京都が決定します。 

　第１１回「街づくり懇談会」では、区からこれまでの「街づくり懇談会」での意見交換やアンケート結果等を踏まえて整理した街づくりの目標及びそれを実現するための方策である「用途地域の変更（案）」、
「地区計画の策定（案）」を提案し、意見交換を行いました。 

区域② 区域① 現況 変更(案) 区域② 区域① 

１
歩行者や自動車の
安全性と利便性を
考慮に入れた道路
を整備する。 

目標 方策 

街づくりの目標及び方策（案） 

地区計画の策定（案） 

用途地域の変更（案） 

凡例 【地域地区】 区域① 

区域② 

●これまでの「街づくり懇談会」での意見交換やアンケート結果等 
　を踏まえ、「街づくりの目標及び方策(案)」をまとめました。  
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２
住宅を主体とし、
周辺の住環境と調
和のとれた街並み
を形成する。 

３
誰もが身近に日常
生活の利便性を享
受できる施設の立
地を誘導する。 

４
環境にやさしい、
うるおいのあるみ
どり豊かな街並み
を形成する。 

５
道路整備による街
の変化に対応した、
円滑な建て替えを
実現する。 

６
建築物の不燃化を
促進し、安全安心
な街並みを形成す
る。 地区計画の策定�

⽤用途地域の変更更�

⽤用途地域の変更更�

地区計画の策定�

地区計画の策定�

地区計画の策定�

東京都など関係機関と調整 

引き続き検討 

既定の地区街づくり計画�

用途地域には、地域ごとに建築することができる建物の用途、建蔽率、
容積率、敷地面積の最低限度などを定めています。 

地区計画では、建築物の用途や形態等について、法律で定められた項目
の範囲内で、きめ細やかな街づくりのルールを定めることができます。 

第二種中高層 
住居専用地域 

第一種低層 
住居専用地域 第一種住居地域 

明大前駅周辺地区	 
地区街づくり計画	 

代田橋駅周辺地区	 
地区街づくり計画	 

地区計画区域	 
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既定の地区街づくり計画�

既定の地区街づくり計画�

○：制限あり　ー：制限なし 
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建築物等の用途
の制限 ○ ○ ○ ○ ○ ー ー 

建築物等の高さ
の最高限度 ー ー ー ー ○ ○ ー 

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

垣又はさくの 
構造の制限 ○ ー ー ○ ○ ○ ー 

土地の利用に 
関する事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



松原交差点

京王高架北側

新設側道

大原二丁目

交差点

北
至 吉祥寺

至

渋
谷

放射第２３号線（松原）の道路の整備案

○災害に強い街に！ 災害時の避難路となるほか、緊急車両の通行が容易になります。

道路自体が火災の延焼を防ぐ役割を担います。

○景観に配慮した道に！ 植栽帯を設け街の緑化に寄与します。

視線をさえぎる電柱や電線を無くし、都市景観の向上を図ります。

○歩きやすい道に！ 自転車の走行空間を設け、歩行者と自転車を分離します。

１ｍ ２ｍ２．５ｍ２ｍ １ｍ ２．５ｍ

２５ｍ

５．５ｍ ５．５ｍ ３ｍ ５．５ｍ ５．５ｍ

自転車歩行者

車道 中央

分離帯

植栽

車道

植栽 歩行者自転車
横断抑止柵 横断抑止柵

電線共同溝
（大きさや位置・深さは未定です。）

電線共同溝
（大きさや位置・深さは未定です。）

放射第23号線 及び交差区道の取付改良部

新たに設置する予定の信号機付の横断歩道

信号機付横断歩道 中央分離帯はなし

中央分離帯

凡 例

転回路

信号機付横断歩道 中央分離帯はあり

転回可能な方向

道路の断面（案）

＜問合せ先＞

東京都 第二建設事務所 工事第一課 設計担当

〒１４０－０００５ 東京都品川区広町２丁目１－３６ 品川区役所庁舎内 ０３（３７７４）０１９１

※本資料は、白黒対応用に作成したものであり、令和２年２月６日街づくり懇談会時に配布した資料

と異なる部分がございますが、内容に変更はございません。


